
�愛媛県告示第５６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

今治市菊間町佐方地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・いよ高縄２期

地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年４月７日から５月７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所菊間支所

�愛媛県告示第５６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

今治市菊間町種地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同

条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写し

を縦覧に供する。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・いよ高縄２期地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年４月７日から５月７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所菊間支所
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�愛媛県告示第５６３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

新居浜市大生院字貴船谷２０９９の１、字中尾成２１０２の２、２１０２

の３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字貴船谷２０９９の１・字中尾成２１０２の２・２１０２の３（以上

３筆について、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西条市大浜字田ノ上６２８５の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字田ノ上６２８５の２（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の
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所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

西条市飯岡字前坂２９８３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字前坂２９８３（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５６５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

上島町

越智郡上島町弓削下弓削２１０番地

代表者 上島町長 上村 俊之

越智郡上島町弓削下弓削１８５番地の５

２ 埋立区域

� 位置

越智郡上島町魚島字井ノ頭３番耕地６７番１地先の公有水面

� 区域

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線及び１１点と１点

を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町魚島字篠塚１３６８番５篠塚物揚場に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３４度１０分４８秒、東経１３３度１９分２６秒の地

点

１点は、基点から真北３３４度３０分３６秒５０．２９メートルの地点

２点は、１点から真北３０６度０６分３５秒２．８６メートルの地点

３点は、２点から真北３６度０８分０７秒０．７８メートルの地点

４点は、３点から真北３０６度０６分１７秒６．５９メートルの地点

５点は、４点から真北３６度０６分１９秒１０．３４メートルの地点

６点は、５点から真北１２６度０６分１７秒６．５９メートルの地点

７点は、６点から真北３６度０８分０７秒０．７８メートルの地点

８点は、７点から真北１２６度０６分１３秒１３．１７メートルの地点

９点は、８点から真北２６６度４５分２０秒６．２６メートルの地点

１０点は、９点から真北２７０度４２分０８秒４．０８メートルの地点

１１点は、１０点から真北２４２度３０分５０秒３．６２メートルの地点

� 面積

１４７．４９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１８年９月２２日 愛媛県指令１８港第８９号

４ しゅん功認可年月日

平成２０年４月４日
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�愛媛県告示第５６６号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、三島川之江港港湾施設の概要を次のと

おり公示する。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条の２の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１５０９５号 平成１９年
８月８日 �川中工事 川中 隆志 新居浜市郷４－２２－１ 平成２０年

３月２８日
管工事業
鋼構造物工事業

建設業者の所在
が確知できない
ため

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

護 岸
四国中央市川之江町４１８０

番の地先
延長 １３５メートル

護 岸 同 上 延長 １３４．９８メートル

護 岸 同 上 延長 ３０メートル

護 岸 同 上 延長 １２．５２メートル

護 岸 同 上 延長 ７．２メートル

護 岸 同 上 延長 １０．０５メートル

浮 桟 橋 同 上 延長 ３０メートル ２基

愛 媛 県 報平成２０年４月４日 第１９５２号

４３３
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�愛媛県告示第５６７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基盤地図情報作成作業）

２ 作業期間 平成１９年１２月２５日から

平成２０年３月１７日まで

３ 作業地域 松山市
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�愛媛県告示第５６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

四国中央都市計画臨港地区 三島川之江臨港地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 四国中央市三島中央一丁目、三島紙屋町、村

松町、川之江町の各一部

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第５６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画一団地の官公庁施設

新居浜一団地の官公庁施設

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 新居浜市繁本町の一部

�愛媛県告示第５７０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年４月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

臨 港 道 路 同 上
延長 ３１３メートル

幅員 ７メートル

野 積 場 同 上 面積 ４６．１２平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ４４０．４１平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ４４０．４１平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ４４０．４１平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ４４０．４１平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ４７６．４９平方メートル

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第６１号

平成２０年３月２４日
伊予市米湊字西ノ原６７１番８、６７１番９、６７８番１及び６７８番１地先農道

松山市朝生田町三丁目３番４号

有限会社朝生田住宅

代表取締役 田 中 浩

１９松局建（開）第６２号

平成２０年３月２４日
伊予市本郡字町田４６番８、４６番１０及び４６番１１

伊予郡松前町大字筒井４１５番地８

住 吉 忠 士

１９松局建（開）第６３号

平成２０年３月２４日
伊予郡松前町大字北川原字扇田１０６５番２

伊予郡松前町大字北黒田３６５番地２

サンビレッジ伊予の里Ｃ２０２

大 川 尚 之

１９松局建（開）第６４号

平成２０年３月２５日
伊予市下吾川字北西原１８１２番１

伊予郡松前町大字南黒田６５４番地２

窪 田 千 惠

１９八局大土（開）第１８４２号

平成２０年３月２５日

大洲市長浜町仁久字目当場甲４番１、甲４番３、甲４番５、甲４番６、甲

４番７、甲５番１、甲５番２及び同市長浜字江湖甲１９番５６

大洲市大洲６９０番地の１

大洲市長 大 森 隆 雄

１９宇局建（開）第５号

平成２０年３月２６日
北宇和郡鬼北町大字近永１４１８番１

北宇和郡鬼北町大字近永８００番地１

鬼北土地開発公社

理事長 松 浦 甚 一

愛 媛 県 報平成２０年４月４日 第１９５２号
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監 査 公 表

�公表第７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年４月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

１９松局建（開）第６５号

平成２０年３月２６日

伊予郡松前町大字筒井字土居６８６番１、６８６番４、６８６番５、６８７番１、６８７
番２、６８８番１、６８８番２、６８９番１、６８９番２、６９０番１、６９０番１地先町道、
６９０番２、６９２番１、６９２番２、字石田７２２番８、７２３番５、７２４番３、７５３番
１、７５３番２、７５４番１、７５４番２、７５５番１、７５５番２、７５６番１、７５６番２、
７５７番、７５８番、７５９番、７６０番、７６１番１、７６１番２、字竹垂水７６２番、７６３番
１、７６３番２、７６４番１、７６４番２、７６５番１、７６５番２、７６６番１、７６６番２、
７６７番１、７６７番２、７６８番１、７６８番２、７６９番１、７６９番２、７７０番１、７７０
番２、７７１番１、７７１番２、７７１番３、７７２番、７７３番、７７４番１、７７４番２、
７７４番３、７７５番１、７７５番２、７７５番３、７７６番１、７７６番２、７７６番３、７７７
番１、７７７番２、７７７番３、７７８番１、７７８番２、７７９番１、７７９番２、７８０番
１、７８０番２、７８０番３、７８１番１、７８１番２、７８１番３、７８２番１、７８２番２、
７８２番３、７８２番４、７８３番１、７８３番２、７８４番１、７８４番２、７８５番１、７８５
番２、７８６番１、７８６番２、７８７番１、７８７番２、７８８番１、７８８番２、７８８番
３、７８８番４、７８９番１、７８９番２、７９０番１、７９０番２、７９０番３、７９０番４、
７９０番４地先町道、７９０番５、７９１番１、７９１番２、７９２番、７９３番、７９４番１、
７９４番２、７９５番１、７９５番２、７９６番、７９７番１、７９７番２、７９７番３、７９８番
１、７９８番２、７９８番３、７９９番１、７９９番２、７９９番３、８００番１、８００番２、
８００番５、８００番６、８０１番１、８０１番５、８０２番１、８０２番２、８０３番１、字
茶屋分８１５番１、８１７番１、８１８番１、８１９番１、８２０番、８２１番１、８２１番２、
８２２番、８２３番１、８２３番２、８２４番１、８２４番２、８２５番、８２６番、８２７番、８２
８番、８２９番、８３０番１、８３０番２、８３０番３、８３１番１、８３１番２、８３１番３、
８３２番１、８３２番２、８３２番３、８３３番１、８３３番２、８３４番１、８３４番２、８３５
番１、８３５番２、８３６番１、８３６番２、８３７番、８３８番、８３９番、字樋ノ口８４０
番１、８４０番２、８４１番、８４２番、８４３番、８４４番、８４５番、８４６番、８４７番、８４
８番、８４９番、８５０番、８５１番１、８５２番１、８５３番１、８５４番１、８５７番１、８５
８番２、大字東古泉字源助分５２９番１、５３０番１、５３１番１、５３１番２、５３２番
１、５３３番１、５３３番２、字文五郎分５７９番１、５７９番２、５８０番、５８１番、５８
２番１、５８２番２、５８３番１、５８３番２、５８４番１、５８４番２、５８５番１、５８５番
２、５８６番、５８７番１、５８７番２、５８８番１、５８８番２、５８９番１、５８９番２、
５９０番１、５９０番２、５９１番１、５９１番２、５９１番３、５９２番１、５９２番１地先
町道、５９２番２、字登り内５９３番１、５９３番２、５９４番１、５９４番２、５９５番１、
５９５番２、５９５番３、５９５番４、５９６番１、５９６番２、５９８番１、５９８番２、５９８
番３、５９９番１、５９９番２、６００番１、６００番２、６０１番１、６０１番２、６０２番
１、６０２番２、６０３番１、６０３番２、６０４番１、６０４番２、６０５番１、６０５番２、
６０６番１、６０６番２、６０６番３、６０６番４、６０６番５、６０７番１、６０７番２、６０７
番３、６０８番、６０９番１、６０９番２、６１０番１、６１０番３、６１１番１、６１１番４、
６１２番１、６１２番６、６１３番１、６１３番６、６１４番１、６１４番５、６１５番１、６１６
番１、６１７番１、６１８番３、６１８番６、６１９番３、６１９番６、６１９番７、６２０番
６、６２１番３、６２１番６、６２２番３、６２２番６、字東浦６６１番３、６６２番１、６６
２番５、６６３番１、６６４番１、６６５番３、６６５番９、６７０番１、６７０番６、６７１番
１、６７１番７、６７２番１、６７２番７、６７３番１、６７３番７、６７４番１、６７４番４、
６７５番１、６７５番３、６７６番１、６７６番２、６７８番１、６７８番２、６７９番１、６７９
番２、６８０番１、６８０番２

松山市宮西一丁目２番１号

株式会社フジ

取締役社長 尾 � 英 雄

財団法人
えひめ女性財団

設立
平成３年４月１日

基本金額
１，０００，０００，０００円

県出捐額
１，０００，０００，０００円

〃

財団法人
愛媛県文化振興財
団

設立
昭和５５年１２月２６日

基本金額
１，５１７，３００，０００円

県出捐額
１，２００，０００，０００円

〃

社会福祉法人
愛媛県社会福祉事
業団

設立
昭和４７年４月１日

基本金額
２，０１１，４２８，０２１円

県出捐額
２，０１１，４２８，０２１円

〃

財団法人
えひめ産業振興財
団

設立
昭和６１年１１月１日

基本金額
２，５１９，５５７，０００円

県出捐額
９５０，０００，０００円

〃

財団法人
愛媛県国際交流協
会

設立
平成元年４月１日

基本金額
１，５００，０００，０００円

県出捐額
１，０００，０００，０００円

平成１９年１１月２９日

監 査 対 象 機 関
監 査 年 月 日

団 体 名 基 本 金 等

社団法人
愛媛県果実生産出
荷安定基金協会

設立
昭和４７年３月２７日

資本金の額
１００，０００，０００円

県出捐額
２５，０００，０００円

平成１９年１２月２１日

社団法人
愛媛県野菜価格安
定基金協会

設立
昭和４６年９月３０日

資本金の額
７１，９５４，０００円

県出捐額
２０，０４１，０００円

〃

財団法人
愛媛県動物園協会

設立
昭和６２年４月１日

資本金の額
２０，０００，０００円

県出捐額
１０，０００，０００円

〃

愛 媛 県 報平成２０年４月４日 第１９５２号
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�公表第８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年４月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年４月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

財団法人
伊方原子力広報セ
ンター

設立
昭和５８年４月１日

資本金の額
６，０００，０００円

県出捐額
２，０００，０００円

〃

（監査の結果）

平成１８年度事業に係る出納その他の事務について、それぞれ監査を実

施したところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

財 団 法 人 愛 媛 県 動 物 園 協 会 平成１９年１２月２１日

財 団 法 人 え ひ め 女 性 財 団 〃

財団法人 愛媛県文化振興財団 〃

社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団 〃

財団法人 えひめ産業振興財団 〃

イヨテツケーターサービス株式会社 〃

特定非営利活動法人 愛と心えひめ 平成１９年１１月２９日

コ ン ソ ー シ ア ム Ｇ Ｅ Ｎ Ｋ Ｉ 〃

株 式 会 社 ウ イ ン 〃

（監査の結果）

平成１８年度において実施された公の施設の指定管理者に係る出納その

他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良好と認

められた。

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

財団法人
愛 媛 県 動 物 園 協 会

とべ動物園 ３７２，７０２，０００円

財団法人
え ひ め 女 性 財 団

愛媛県女性総合センター ６７，７０２，０００円

財団法人
愛 媛 県 文 化 振 興 財 団

愛媛県県民文化会館 ２４５，３６９，０００円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉事業団

愛媛県立愛媛母子生活支援
センター

４２，７４８，０００円

〃 愛媛県身体障害者福祉セン
ター

５６，０００，０００円

〃 愛媛県障害者更生センター ３５，０００，０００円

財団法人
え ひ め 産 業 振 興 財 団

テクノプラザ愛媛 ７３，８０３，０００円

〃 愛媛県産業情報センター ２５，９９６，８８５円

イヨテツケーターサービス
株式会社

えひめこどもの城 ２１５，０００，０００円

〃 愛媛県体験型環境学習セン
ター

１１，０００，０００円

特定非営利活動法人
愛 と 心 え ひ め

愛媛県在宅介護研修センタ
ー

３９，４９９，０８５円

コンソーシアムＧＥＮＫＩ 道後公園 ４９，７６３，０００円

株式会社
ウ イ ン

愛媛県生活文化センター １４，４８５，０００円

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

社団法人 発明協会愛媛県支部 平成２０年１月８日

学 校 法 人 愛 媛 幼 稚 園 〃

愛 媛 県 民 生 児 童 委 員 協 議 会 〃

愛 媛 県 管 工 事 協 同 組 合 連 合 会 〃

愛 媛 県 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会 〃

愛 媛 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会 〃

社 団 法 人 愛 媛 県 建 設 業 協 会 〃

更生保護法人 愛媛県更生保護会 〃

学 校 法 人 松 山 学 院 〃

学 校 法 人 河 原 学 園 〃

（監査の結果）

平成１８年度において実施された上記団体に対する次の補助金に係る出

納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良

好と認められた。

事 業 主 体 補 助 金 の
名 称 補助対象事業 補 助 対 象

事 業 費 補 助 金 額

社団法人
発明協会愛媛県
支部

平成１８年度
産業財産権
流通・活用
支援事業費
補助金

特許流通支援巡
回事業及び特許
情報活用支援事
業

２，
７７１，０００円

２，
７７１，０００円

学校法人
愛 媛 幼 稚 園

平成１８年度
私立学校運
営費補助金

愛媛幼稚園の運
営費

５２，
０７５，２１９円

２５，
７１８，０００円

〃 〃 愛媛星岡幼稚園
の運営費

１６２，
３５６，６９９円

７７，
４９９，０００円

〃 平成１８年度
私立幼稚園
子育て総合
支援事業補
助金

愛媛幼稚園の子
育て相談事業等

１，
０６０，０００円

１，
０６０，０００円

〃 〃 愛媛星岡幼稚園
の子育て相談事
業等

１，
３８０，０００円

１，
３８０，０００円

愛媛県民生児童
委員協議会

平成１８年度
地区民生委
員協議会活
動費補助金

活動計画の作成、
啓発、研修、情
報収集等

８，
００７，９５０円

８，
００７，９５０円

愛媛県管工事協
同組合連合会

平成１８年度
認定訓練助
成事業費補
助金（運営
費）

短期課程の普通
職業訓練等

５，
５９８，１４２円

２，
５２４，５３８円

愛媛県商店街振
興組合連合会

平成１８年度
商店街振興
組合指導事
業費補助金

商店街振興組合
の運営等に関す
る指導事業等

２，
７４３，１２６円

２，
７１８，０００円

愛媛県酪農業協
同組合連合会

平成１８年度
乳用牛群総
合改良推進
事業費補助
金

牛群検定事業 ６，
２９２，７４５円

２，
３３９，０００円

愛 媛 県 報平成２０年４月４日 第１９５２号
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教育委員会告示
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�公表第１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年４月４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

�愛媛県教育委員会告示第３号
学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第３５条第１項の規定

により、次のとおり指定技能教育施設を廃止する旨の届出があった。

平成２０年４月４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

１ 技能教育のための施設の名称

国際情報高等学院

２ 廃止年月日

平成２０年３月３１日

社団法人
愛媛県建設業協
会

平成１８年度
建設業離職
者対策推進
事業費補助
金

職業相談の実施
等

１５，
１５４，５８１円

７，
５７７，２９０円

更生保護法人
愛媛県更生保護
会

平成１８年度
更生保護施
設整備事業
費補助金

更生保護施設の
新築工事

２３７，
９１４，９３８円

１１，
０００，０００円

学校法人
松 山 学 院

平成１８年度
私立学校運
営費補助金

松山城南高等学
校の運営費

４９７，
３６６，９０８円

２９５，
２４５，０００円

〃 平成１８年度
私立高等学
校就学促進
事業補助金

松山城南高等学
校の授業料の減
免措置

１９，
５０８，８００円

１９，
５０８，８００円

学校法人
河 原 学 園

平成１８年度
理学療法士
等養成所初
度設備整備
事業費補助
金

専修学校愛媛医
療専門大学校の
新設に係る初度
設備整備事業

５２，
９１２，８６０円

７，
０８７，０００円

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

社団法人 愛媛県トラック協会 平成２０年１月８日

（監査の結果）

平成１８年度において実施された上記団体に対する次の交付金に係る出

納その他の事務について、監査を実施したところ、おおむね良好と認め

られた。

事 業 主 体 交 付 金 の
名 称 交付対象事業 交 付 対 象

事 業 費 交 付 金 額

社団法人
愛媛県トラック
協会

平成１８年度
運輸事業振
興助成交付
金

適正化事業等 ２４５，
４７１，５３７円

２４４，
６１４，０００円

平成２０年４月４日 発行

愛 媛 県 報平成２０年４月４日 第１９５２号

４３７


